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１．プロダクトデザインの知財戦略（三菱電機デ
ザイン研究所の取り組み）

1− 1．ご挨拶

　三菱電機の岩崎です。こんにちは。今日は「グロー
バル基準となるか？日本のプロダクトデザイン」とい
うちょっとご大層な命題をいただいております。その
中で私がインハウスのプロダクトデザイナーの代表と
して話すわけではございませんので，三菱電機の岩崎
として聞いていただければと思います。中心としては，

「プロダクトデザインの知財戦略」として若干知財戦
略も含めましてご紹介させていただこうと思っており
ます。
　もう 1 つ，「アジアの台頭する中……」というサブ
テーマでございましたが，私事ながら紹介させていた
だきますと，私は昨年までその台頭する中国・上海に
おりました。上海は確かに盛り上がっております。た
だ私が生活してまいりました中，日本がこのまま行く
と本当に負けるのかというようなマスコミの騒ぎがあ
るほど，日本人は負けてないなと思っています。とい
うのは，よく言われることですが，一番ベースにある
ものが，日本人は思いやりとか人に気を遣うとか，そ
ういったことがありまして，そこが中国の方には非
常に少ない。欧米人と似たような自分中心の考え方を
持っている。そこがマーケティングの差になるのでは
ないかと思っております。
　そういったことも含めまして，私どものデザインプ
ロセスといったものを中心にしまして，プロダクトデ
ザインが今後どうなっていくのかということを一緒に
考えさせていただければと思っております。
1−2．デザイン研究所の役割

　まず，私ども三菱電機のデザイン研究所というのは，
研究所というものが開発本部の中にございまして，そ 

の中の一部組織であるということになっています（図1
参照）。これは他のインハウスデザイン会社とか他の
メーカーとはちょっと違ったような形になっていま
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す。社長がトップにいます。これが国の一番偉い人だ
としますと，その下に営業本部とか生産本部，ここか
ら下が工場です。いろいろな工場がございまして，工
場が 1 つの独立会社だと思ってください。その独立会
社に対して技術，デザインを提供するものが開発本部
であるという位置付けです。ですから，工場の人間と
一緒にものを作っていくところというのが開発本部で
す。その中に，私どもデザイン研究所が，他の先端
技術総合研究所，情報技術総合研究所といったように
ハードとソフトの研究所，それと海外研究所といった
中の 1 つとして存在しております。
　これが研究所の中にあるとどんなメリットがあるの
かといったことをご説明させていただきますと，研究
所の中にあるデザイン組織の機能としては，デザイン
はやはり 1 つの技術です。それを他の研究所と共に新
製品を開発して，製品として寄与するといったような
ことで，主に考えておりますのは，デザイン主導で新
技術のテーマを探索するということと，もう 1 つは，
新技術を生かしたデザインを開発する。この 2 つの大
きな目標を持っております。そして，非常に重要視し
ているところは先行提案とか，開発による戦略的な知
財権の獲得といったもので，さらに，当然，知財権だ
けではなくて，そこの製品を世に送り出していくとい
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うことに力を入れております。
　前置きが長くて申し訳ないですが，組織がやはり他
社と少々違いますので，もう一度見ていただきたいの
ですが。デザイン研究所と申しますのは，コンセプト
を考える，プロダクト，製品のデザインを作る，イ
ンタフェースのデザインを行う，マンマシンインタ
フェース，そういうこととそれを実体験に基づいて評
価していくというような機能を持っております。そ
の機能とマンマシンインタフェースに関係ある要素技
術，代表的なものとしては，音声認識，画像認識とか
入力デバイスの技術，情報処理の技術といったような
ものをお互いに組み合わせながら製品提案をしていく
というような流れを作っております。
　デザイン研究所というとどんなことをやっているの
か。一般的に知られているように，製品の形を作る，
皮を作るということは当然やっております。これは製
品のデザインとしてやっております。ただし，製品の
デザインは皮を作るだけが仕事ではございません。そ
れは後でプロセスをもって説明させていただきます。
　それに加えまして，機能としましては，インタフェー
スデザイン，これはマンマシンインタフェースです。
昨今，電気メーカーでは形の上に画面がついていると
いった製品が非常に多くなっています。そういったも
のの操作が非常に難しくなるといったところを何とか
解決しようということで，画面の中のデザイン，レイ
アウト，絵を考える人間，操作の流れを考える人間，
それらを含めましてインタフェースデザインというも
のを作っております。
　機能としてもう 1 つ，ビジネスインキュベーショ
ン。こちらは新しい三菱電機がビジネスの種をエンジ
ニアと一緒に探してきまして，ビジネスに起こしてい
くというようなプロセスを行っております。それに加
えて，スペースプランニング，これは空間デザインで
す。そういったものと各デザイナーが行ったもの，作っ
たものに対して評価を行う部隊を設けて，ユーザビリ
ティ評価と総称しておりますが，そういったアクティ
ビティで仕事を進めております。
　もともとデザインといえばプロダクトデザインが中
心だったんですが，それが拡大してきているといった
状況です。ここまでは各社さんもほとんど同じような
プロセスで進んできているんですが，三菱電機の若干
違うところをこれからご説明させていただきます。

1 − 3．デザインプロセス

　デザイン部門としては多岐にわたるデザイン分野と
デザインの機能，これは例えば 1 人の人間が携帯電話
をデザインしたと思うと，部門が変わって，これはハ
ワイのマウナケア山にあるスバルなんですが，望遠鏡
のデザインをするといったように，幅広い分野がある
ので，1 つの知財権，1 つのデザインテイストという
ことで三菱らしさを固定することはできないのです
が，これだけ幅広い分野を持っております。その各分
野に対して知財権をまとめて効果的に取るということ
は非常に難しいので，今回はその一部をご説明させて
いただきたいと思います。
　実際に対応する部門といたしましては，先ほど申し
ましたように，ビジネスインキュベーション，これは
新しいビジネスを創出する部隊，人中心の発想プロ
ジェクトチームで，こちらはマーケティングといった
形で仕事を進めております。また先ほどから出ていま
したインタフェースデザイン。これは画面デザイン，
操作のデザインを中心に行っております。その下に
ある 2 つのデザイン部で実際のプロダクトデザインを
行っております。

（a）プロダクトデザイン
　では，一番わかりやすいプロダクトデザインのプロ
セスを説明しながら知財権に関してご説明をさせてい
ただきます。大きな流れとしては，携帯電話の事例を
考えますと，先行的にこういった商品があったらいい
なというものに対してプロトタイピングを含めて考え
ていきます。ここでは知財権が発生します。特に特
許，意匠登録というような形です。その後，実際に商
品企画という段階に入りますが，こちらでも特許化と
いうものが発生しております。実際にその後，具体的
にデザイン，アイデアスケッチを行ったり，モデルを
作る，形を作っていくというプロセスがございますが，
そこでは当然意匠登録ということがございます。最後
に CAD で形を作っていきまして，量産フォロー，製
品化ということで，最終製品に関しても意匠登録とい
うようなプロセスがございます。このように，デザイ
ンのプロセスの中には知財権が非常に大きく関わって
きているということでございます。まず，「先行開発」
の事例ですが，これは数年前，2003 年で結構古い形
になって申し訳ないんですが。機能分離型携帯電話と
いう形で，必要に応じてモジュールが取り替えられる
携帯電話を提案させていただいています。こちらも
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ユーザーがどう使うかといったことをデザイン研究所
で考えまして，それを実際に使える大きさで提示し，
技術者がそれに実器を組み込むという形で提案したも
のです。これは残念ながら製品化しておりませんが，
プロトタイプを作って工場に提案するというようなコ
ラボレーションの事例です。ですから，先行的にもの
を考える，「先行開発」のタイミングで当然知財権と
いうものは発生しますので，そこで意匠登録，特許と
いう形で提案しております。
　ここで重要になるのが，やはり技術者と弁理士と共
同作業して特許を出していくというプロセスです。と
いうのは，最初にものを考えたとき，つまり，製品で
はなく機能モデルを作ったとき，ものは作れるんです
が，そのものに対してどこが新しいのか。作っている
人間はすべて新しいと思っていますが，実際に試作モ
デルを作った段階まではとにかく作ってしまいます。
そこでもう一度振り返ってみて知財権を並行して取る
ということを行っております。さらに電話の場合は非
常に難しくて，アプリケーションと技術の裏づけとか，
そういったものを含めた戦略的な特許化が必要になっ
てくると考えています。
　同じように自動車の将来像という形でコンセプト
カーを作っております。私どもは自動車メーカーでは
ございませんので，自動車を作っているわけではござ
いません。こちらは将来の自動車の使われ方というも
のを想定して，そのアプリケーションを研究していく。
その中のアイデア，キーワードみたいなものから特許
のネタを探していくというような形で，ものをイメー
ジして，ものを具体的に作り上げていくプロセスで特
許化活動を行うという事例です。特に頭の中でシミュ
レーションしているだけではなかなか特許のアイデア
が具現化しませんので，それをエンジニアとお互いに
リアルなものにしていくプロセスで具体的な特許化を
していくというように考えております。
　こういったプロセスが必ず先行の開発からすぐに商
品企画へと行くわけではなくて，先行開発といったも
のは何度か繰り返し行われます。その後に実際の，こ
こから先は世に出る商品の話になるんですが，商品が
出る前には必ず商品企画といったものがございます。
その段階でデザイン研究所も商品企画をやっている部
門と一緒に商品を企画してまいります。
　携帯電話の事例が簡単でわかりやすいので説明させ
ていただきますと，まずは使用シーンを考えるという

ところからマーケティングのトレンドを研究する。そ
してコンセプトモデルを作っていくというような形で
動いております。電話の場合はある程度わかりやすい
んですが，エレベーターも商品企画をしているタイミ
ングでモデルを作ることもございます。これはあくま
でもコンセプトモデルと呼んでおりますが，ここでイ
メージを共有化するということと，この段階でも新し
い知財権がないかということを考えていきます。
　アイデアというのは世の中にいっぱいあると思うん
ですが，それをどういう形で達成していこうかという
ところが非常に重要であって，そういう企画と技術の
コラボレーションの中で生まれる知財権といったもの
が非常に重要ではないかと考えております。こういっ
たところで商品企画というのは知財とは切っても切れ
ない部分だと考えております。
　こちらは本当に透明な次世代型のエレベーターです

（図 2参照）。今，一部窓ガラスになっているシースルー
エレベーターはあるんですが，外が見えないというこ
とはある部分では不安になるということがあります。
これだけドアをシースルーにすると，実際ドアが閉ま
るバーはどこにあるのかとか，安全性というところで
問題がある。そういったところを実際に技術でクリア
したモデルです。こうした 1 つのアイデアを具現化す
るときには必ず技術が入っておりますので，技術者と
早い段階からコンセプトを共有してものを作っていく
ということが非常に大事だと考えております。
　次に，具体的にそういったコンセプトを作り上げた
後に，製品化の俗に言うデザインということを行いま
すが，こちらでは知財としてはデザインとは別に意匠
登録の調査というものを全件チェックします。これは

図 2
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当然，意匠権を侵害することなく新しい形を生み出す
ために探しております。
　意匠権マップといったものも作ります。これはすべ
ての製品ではないのですが，特に意匠権が非常に細や
かなところで取れないことが冷蔵庫などで見られます
ので，登録済みの自社の製品，他社の登録済みのもの
と分類して，空いているところはどこなのか，逆に言
うとこの範囲は絶対取れないのかということを分析し
ます。そして最終的に意匠権を出すときには，本意匠
と関連意匠といった形で類似の形を押さえていく場合
もあります。
　このように，実際，意匠登録ということでは非常に
細やかに取らなければいけないところがありますの
で，そこらへんに関しましても弁理士の方と相談しな
がら進めていくという形を取っております。

（b）インタフェースデザイン
　次にインタフェースデザイン，これは先ほど申し上
げましたように，画面を中心とした操作のデザインで
す（図 3参照）。操作をいかに作り上げていくか，画
面のデザインをいかに作り上げていくか，といった
ジャンルのデザインです。簡単に申し上げますと，操
作というものは物理的に押しやすいとか見やすいと
いったレベルと，わかりやすい，頭で理解しやすい操
作かどうか，気持ちよく操作できるか，操作した結果，
次も使いたくなるか，といった 3 つの視点で捉えて基
本コンセプトとして操作性を考えております。
　操作フローの構造を作ったり，これはカーナビです
が，画面のデザインを実際に行うといったような作業
です。ただ，これに関しても，操作性ということで先
行的にエンジニアと操作を研究するというプロセスも
ございます。これは携帯電話のタッチパネルのインタ
フェースの事例ですが，これはタッチパネルの新しい
操作性というものをこの段階で検討します。当然シ
ミュレーションモデルを作りまして，実際に使いやす
いかどうかを評価いたします。新しい技術を盛り込ん

で，実際そういったものが本当に使いやすいのかどう
かということをこの段階で検証していきます。
　こちらは先行開発から発展して商品になったもので
すが，これは先ほどのタッチパネルの研究から生まれ
てきたもので，2 画面で携帯電話を操作する。これも
研究所から生まれた製品ですが，初めて電話機を操作
する人でも使えるということを中心に考えています。
ですから，非常に細やかなキーを押したときの感覚と
か，画面が必ず合わせて変化するとか，ボタンは 3 つ
だけにしようとか，開けやすさ，持ちやすさという
ことに非常に注力した考えを持っています。ただこう
いった考え方を少しずつブラッシュアップして最終的
に製品化する。その間に知財権を確保していくという
ようなプロセスを取っております。
　同じようにテレビですが，これは製品ではございま
せんが，リモコンの操作性（図 4参照）。地デジが普
及しておりますが，地上波デジタルの時代の操作性と
いうのは，チャンネルが今後また増える可能性があり
ますので，ハードディスクの操作性といったものを検
討したものです。
　また，車の操作性をもう一度考えて，車の中で音楽
を聞きたいときにはどういった検索の機能ができるの
か，できるだけドライバーを認識してもらって，ドラ
イバーの好みに合わせた機能にはどういったものがあ
るのかということを考えまして，それも技術者と一緒
にリアルな形で示す。これもその後，これをベースに
知財権を考えていくというプロセスを行っておりま
す。
　これも同じような事例です。個別の音響システムで，
操作性の追求とともに，プラス，パーソナル化の追求
というところで何かアイデアがないかを考えながら具

図 3 図 4
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体的にリアルにしていったケースです。
　実際にそういったベースの研究があった後に，企画
の段階でやはり特許化というものも検討しておりま
す。これもインタフェースの特許の事例ですが，こち
らはメニューがループの概念で回るというところと，
誘導というキーワードから，メニューが最終的にルー
プするという形と，ハードキーに対して GUI が変動
しているというような形で特許を取っております。こ
のようなことは今では結構当たり前のことなんです
が，最初にそういった概念から新しい操作性は，携帯
電話がカラーになるタイミングでこういった操作性が
できるんではないかということを考えて特許化した事
例でございます。
　これは画面デザイン，操作のデザインといった段階
での意匠登録の事例です。先ほどのものと同じような
事例ですが，携帯電話の中に入れたメニューというこ
とで本意匠を取りまして，それに対して 2 つ折りの事
例ということで関連意匠，更にサブメニューが出てく
るアニメーションの事例で独立意匠を出願していま
す。これで意匠権を取るのはバリエーションがたくさ
んあって非常に難しいのですが，こうした取り組みも
少しずつ行っております。
1 − 4．今後の課題

　「アイデアから効率のいい知財権確保」というのが
非常に大きな問題になっております。これはさまざま
な分野で，デザイナーという人種はアイデアを出しま
す。このアイデアレベルのものをいかに効率的に特許
に結びつけるかというのがやはり大きな課題です。1

つは，リアルなものにしていくプロセスでアイデアと
いうものを技術者と一緒に煮詰めていくという形と，
もう 1 つは，自分たちの頭にあるものをとにかく出し
て，弁理士の方と一緒にコミュニケーションを取るこ
とによってアイデアを具体的な，リアルな特許として
いくというようなことが重要ですので，なるべく早く
技術者と弁理士の方々と連携して，知財権を確保して
いくということが非常に重要ではないかと考えており
ます。
　これは頭の構造が，デザイン部門の人間というのは
右脳の頭で感覚的に考える人間が多くて，なかなかそ
れを文章化することができない。絵で描くんだったら
いくらでもできますけれども。基本的にそういった人
種がどうしても多いので，これは 1 人が全部持ってい
ればいいんですが，なかなか持ち得ないということ

で，やはり共同作業ということを非常に重視しており
ます。ですからできるだけ早く感覚を共有するといっ
たことに努めております。
　また，「海外の知財権対応」，特に中国等のコピー問
題というのは非常に感じております。現実的には海外
の意匠権，特許というのは必要に応じて確保しており
ますが，特許を取っていてもコピーされたら終わりで
す。彼らは売り逃げしますので，そうすると捕まえる
ことができません。これから知財権というのは，第 1

部でハーズ実験デザイン研究所の村田さんがおっしゃ
られたように，やはり仕組みを作っていくというのが
非常に大事なことなのですが，私どもが今，考えてい
るのは，確保だけの対応ではなくて，技術と連携して
真似できない，作れない製品というものを作ってい
くというようなことが重要ではないかと思っておりま
す。
　1 つは，小型のものは単純に真似できないですから，
そういったものを作っていくということがあります。
やはり技術とコラボレーションしながら新しく真似で
きないものを投入していくというのが非常に重要では
ないかと考えています。また，デザイン技術として考
えられることは，表面処理技術は中国ではなかなか真
似のできない技術ですので，そういったところで勝負
するとか，新機能，新しい構造といったところで差別
化していくのも，各論になりますが 1 つの手と考えて
おります。
　最後に，「新しい意匠法への対応」，これは私どもが
あまり得意な分野ではないんですが，意匠法改正に対
応していく。昨今，ハードディスクレコーダーとかテ
レビ等に画面情報を出力するメニュー画面とか操作画
面の意匠登録というものが，従来はできなかったんで
すが，可能になったということが公開されております
ので，それに対して的確に対応していくことが大事だ
と思っております。ただ，こうして考えると，最初に
頭を使って考えたときから最後にものづくりをしてい
くまで，特許とか意匠登録にものすごく手間がかかる
ということがありますので，そこをいかに効果的にや
るかというところが，今のデザインプロセスをより良
くするための 1 つの課題だと考えております。
　ざっくばらんな話になってしまいましたが，以上で
私の報告を終わらせていただきます。ありがとうござ
いました。
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２．座談会
2− 1．デザインプロセスについて

【川瀬】第 1 分科会へおいでいただき，ありがとうご
ざいます。第 1 部で村田先生，第 2 部で岩崎先生にい
ろいろとお話しいただきました。第 1 部の村田先生の
お話の中で，アジアで勝ち抜くために，例えばコア・
コンピタンスであるとか，アジアの統一意匠法という
ようなお話をいただいております。
　私が村田先生のお話を聞いて一番印象に残っており
ますのは，今の日本のデザインというのはどうも技術
先行型であって，デザイン後追い型になっていないか
というお話でございました。村田先生のご提案では，
ビジネスマッチングというものはニーズとシーズが上
手く整合して初めて素晴らしいデザインができるとい
うお話だったかと思います。もう少し言えば，ひょっ
とするとニーズ先行，いわばデザインというニーズが
先行し，技術というシーズがそれについていくとい
うデザイン形成が必要ではないか，こんなこともおっ
しゃっていた気がします。
　そのあたりをただいまの岩崎様の三菱では見事に実
現しておられる。ひょっとするとニーズというのが必
ずしもデザインという形だけではなく，少しデザイン
よりも希釈なアイデアという段階で捕捉され，そのよ
うなものを上手く使いながら，持っているシーズ技術，
あるいはこれから新しくニーズに合わせて作り出す技
術というようなものを融合しながら素晴らしいデザイ
ンを作っていく，こんなお話だったように思います。
このようなことで，どちらかと言いますと，これから
デザインをやっていくにつき，今までの技術主導型で
はなく，デザインというニーズそのものを表に出して
技術というシーズを見事に加工する，そのような方法
もあるのかなと。あるのかなというより，実際にある
んですね。三菱でそのようにやっておられると。こん
なお話であったかと思います。
　そのあたり，村田先生のお話しになったことが三菱
で上手く実現されているのかどうか，このあたりはい
かがですか。村田先生が頭に浮かべておられるのと，
三菱さんの実際の姿とは。

【村田】第 1 部でも岩崎さんとお話をさせていただい
たんですが，初めに打ち合わせをしたときに見せてい
ただいたものが実現できているなということで，非常
に感動しました。
　僕は元々××電機だったのですが，4 年半を過ごし

て辞めたわけです。メーカー都合でものを作っている
ような気がしたんですね。本当はそうじゃなくて，や
はり明日のもっといい生活のための希望とかビジョン
で生きているんですけれど，そこへ向かってどうした
ら良くなるかということを考えていく。そのためには
こんな技術が必要で，じゃあ「eneloop」という何回
も充電できる電池を作ろうというビジョンができる。
そして技術が走る。これが本来の姿だと思うんです。
　ですからデザインが別に上に立つとかそういう言い
方ではないですが，プロセスとして，まず次の未来の
ビジョンをイメージする人たちがデザインに一番相応
しいというだけなんですね。ただ場合によってはエン
ジニアが先行しなければならないことも多々あるとい
うことで，マストではないんですけれども。そういっ
た状況を上手く作り上げているのが今の三菱の状態で
はないかなと思いました。
【岩崎】そこまで言われるとちょっと恥ずかしいんで
すが。デザインという言葉がちょっと一人歩きしそう
なんですが，先ほどから技術と連携と申し上げている
のは，技術者でもデザイナーであっても，もしかした
ら営業であっても，今，村田さんがおっしゃったよう
に，人のことを考えながら，明日の幸せのためにどう
いったものを作っていくのか考えられる人が最初にい
るんですね。その人を中心に物事の開発とかを回して
いくと非常に上手く行く。
　ただ，デザイナーの能力としては，その人がチラッ
と言ったものをキャッチアップして，それをビジュア
ルなイメージにするというのは，やはりもともと持っ
ている能力なので，そういったところを上手くコラボ
レーションしていく。だからそういう意味でのコラボ
レーションですね。本当は日本人の頭というのは非常
に似ているんです。明日のことを考えて結構いいこと
を考えているんですけど，その部分に関して元のアイ
デアというのは誰かが持っているんですね。それを上
手いこと皆を乗せていくというところにデザインの力
というのがあるのかなと。
　ですから全部デザインから出ているというわけでは
ありません。技術者から出ているアイデアも非常に多
くあります。それは技術者とデザイナーがどれだけ違
うのかと言うと，非常に似ている人もいますので，そ
ういったところは人に非常に依存する。今のいい環境
というのは，そういった人間が自由に考えられる時間
と余裕というものを持たせているところに，ちょっと
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いいところがあるのかなとは思っています。
2 − 2．弁理士または知財部門の関わりについて

【川瀬】デザインというニーズがあって，技術がシー
ズとして活かされる事情だけではなくて，デザインと
いうニーズがあり，そのニーズと技術というシーズが
お互いにキャッチボールをやりながら最終，一番素晴
らしい姿に具現する。そのようなお話しですね。
　その過程で実は知的財産というものがどのようなも
のであるかということをキャッチアップするシステム
があり，それをビジュアル化し，権利化していくとい
う事情があると思うんですが。そのあたり，弁理士な
り会社の知財の方なり，どんな仕組みの中で関与され
ることになるんでしょうか。
【岩崎】ケースバイケースでいろいろあるんですが，1

つはアイデアを絵に描いただけでは特許は取れませ
ん。それで，具体的にもっと進めたリアルな形にして
いく段階で話し合いながら特許性を考えていくという
プロセスはあります。ですから，先ほどから写真を
いっぱい出してモデルをお見せしていたのは，それだ
けいっぱい作り上げることによって，そのプロセスの
アイデアがよりリアルに特許化に近くなっていくとい
うことは考えられると思います。
　もう 1 つは，今，どこまで入りきれているかという
のはちょっと微妙なところはあるんですが，やはりデ
ザイナーの人間というのはどうしても頭が発想するほ
うに向いておりますので，発想を形としてまとめる技
術は非常にあると思うんですが，発想が発散してきま
すので，そこをもうちょっと整理するという視点の人
間が入る，そこが弁理士の方とお会いしてお話しして
いると自分たちの考えが整理できる。やっぱりちょっ
と人種の違う人間がコラボレーションすることによっ
て非常に大きなものが生めるんではないかなと，そこ
は感じております。
【川瀬】私も今は弁理士をやっておりますが，従前は
企業におりまして，やはりおっしゃるようなニーズと
シーズの，あるいはシーズを引き出すという役割をし
ていたんですが，私の感覚では，岩崎さんがおっしゃっ
たようなことで，どちらかと言うと，知的財産に詳し
い者，知的財産に長けた者がそんなふうにデザインを
理解し，あるいは技術を理解していくというほうがは
るかに効率的ではないかと思います。言い方を変えま
すと，技術者なりデザイナーなりと知的財産というも
ののインタフェースは，弁理士側あるいは知財側がそ

れを引き受けるべきだと思っておりますが，今の岩崎
さんのお話は，弁理士あるいは知財が間に立って主導
的に関与すると，そのへんが十分に整理できるという
お話であったと思います。もし知財の方がおられたら，
やはり知財側からデザインなり技術なりの理解，それ
へ向かってインタフェースするという機能が必要なの
かなと，そういうことですね。
【岩崎】そうです。
2 − 3．	アジア諸国における知的財産権の保護につい

て

【川瀬】それともう 1 つ，中国でしたか，海外の知的
財産に対応するにつき，というお話の中で，一番心配
しておりますのは，権利を取っても真似されるじゃな
いかというお話でございます。確かに中国は WTO に
加盟し，TRIPs 協定を遵守するという事情で法律整備
などもどんどんやっておりますが，やはり模倣品，カ
ウンターフィッティング事件が非常に多い。経産省
だったかの統計によりますと中国に進出する企業の
68％，実に 3 分の 2 が模倣品につき被害を蒙った経験
があるという話が伝わっております。
　今，岩崎さんがおっしゃるように，真似されないよ
うな製品を作るんだという発想，これは素晴らしい企
業だと思いますね。たいていの企業は，権利を取った
んだから如何にエンフォースメントするかというとこ
ろを思考するのですが，今の三菱さんは，謙虚に，そ
うは言っても権利行使できない場面があるなら真似さ
れない商品を作るんだということですね。これは企業
として理想の姿かもしれませんが，なかなかそうは行
かない局面があるんですね。
　村田先生がおっしゃった，アジアにおける統一意匠
法を作れというのは，いわば日本で保護されるのと同
レベルでアジア全体で知的財産の保護ということを果
たせと，そんなお話ではないかと思いましたので，村
田先生と岩崎先生の間でその点を少しお話しいただけ
ればと思っておりますが，どうなんでしょう。
【村田】今，ちょうど METAPHYS も直面している問
題というのが国際化なんです。マドリッドプロトコル
に基づいて世界中で商標権を取得するのに 400 万円ほ
ど必要です。これで保護される国もあれば保護されな
い国もある。例えば，韓国ともエージェント契約を結
んで，実際に韓国での販売もこの秋から始めるわけで
す。ヨーロッパは 9 月，100％ロンドン，これはジェ
トロも絡んでいますが出品をして，実際に発売を始め
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る。カナダは 100V 圏ですから，同じように家電製品
をすぐ輸出できる状態にある。ということでいろんな
ところでマドリッドプロトコルの行使できる範囲は行
使します。ところが，中国・台湾というのはまた別に
なりますので，別に商標権を取っていかなくてはいけ
ない。ということで，いろんな問題を抱えながら動き
始めているわけです。
　その中でやはり一番気にしているのはヨーロッパで
もアメリカでもなくて，やはり中国なんです。実はも
うこれのコピーも出ました。例のロウソク（LED ラ
イト“hono”，図 1参照）を今日持ってきたんですけ
れど，こうやると点いて，フッとやると消えるわけで
す。これがもう出ているんです。中国の展示会で見て
きたよという方が写真を撮ってきてくれました。怖い
ですね。

　私たちが展示会にいろんな商品を出していると，商
品を勝手に開けて，出したところを写真を撮っておら
れる方とか，あるいは商品を展示しているとそれを六
面図の取り方で写真を撮る方，そのまま登録できると
いう恐ろしい世界です。キチッとこうやって置いて，
真横から撮っているんです。「これこれ」と言うと，
用意周到で腕にプレスとつけて，プレスの名刺も全部
作っていて，ちょっとお手上げという状態なんです。
　それを OK というわけには行きませんので，何とか
弁理士の方々，行政の方々と一緒に何か対策を作って
いかなくてはいけない。その 1 つとして今，期待して
いるのが統一意匠法ということで，通貨の問題もある
でしょうが，もうちょっと考えていただいて，我々の
保護をしていただけないかと。
　電気製品の，出荷数量から考えると，それにかける
投資金額というのは意味のあることかと思うんです
が，雑貨品に至っては，例えばテープカッターが 1 個

380 円のものを何個売ったらこの意匠登録料あるいは
特許費用が回収できるのかという話をしますと，やは
りそういうことを押さえずにとりあえず出荷してしま
う。そうするともうコピーの氾濫の渦になる。どうせ
盗られるんだからという世界になってしまいます。
　何とかこの力のない私どもに代わって，それを統制
してくれる仕組みはできないものかということを常々
思っております。
【川瀬】岩崎様，いかがですか。
【岩崎】その件に関しては全くそのとおりだと思いま
す。電気製品の場合は逆に言うと，ニセモノが出ても
中身の性能が確実に違うので，間違えて買われた方は
困るんですが，ちょっと触ってみればわかるんですね。
デッドコピーというのが，性能まではまだ中国はでき
ませんので，今の段階ではまだ私どもが携わっている
製品に関してはまだ柔らかいというか。
　ただ，意匠権も当然なんですが，ブランドも完璧に
コピーされまして，例えば三菱電機の製品として売ら
れたときは非常に危ない。問題が起きたときに全部ブ
ランドのイメージを壊してしまいますから。そういっ
たものは非常によく出来ていますので，そこまでデッ
ドコピーされると，例えばエレベーターみたいな製品
で，人の命に関わるものがビルに組み込まれている例
というのがいっぱいありますので，そういうものが非
常にブランド価値を下げてしまう可能性があるので恐
ろしい。
　あとは製品の中の見えないところに組み込まれてい
るブランド製品で，工場の生産物の中に塗料とか接着
剤といったものはできるだけ安全な会社のものを使お
うと思っても，その会社の接着剤をコピーするとなる
と，そこはもう絶対にわからないので，その欠陥で商
品が駄目になってしまうというようなコピーが，あり
とあらゆるところにございまして，そこには非常に大
きな問題を感じています。
　ただ，製品そのものの意匠に関して，電気製品の場
合はまだ中身のコピーをしにくいところがあるので，
まだ少し状況はいいんですが。知り合いの業種では家
電の小物みたいなものは完全にコピーされますので，
そういったものに関しては非常に辛いので，是非何と
かしていただければと思います。
【川瀬】ご存知のように意匠につきましては，中国は
意匠特許ということで，実用新案特許と一緒で無審査
なんです。無審査で，出せば全部登録されるというこ
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とで，新しい素晴らしいということは審査しない，そ
れで登録されるという事情にあります。岩崎さんが
おっしゃるような，真似されるということもさること
ならが，村田さんのお話のように展示品から六面図が
盗られるということで，ひょっとすると先に権利化さ
れるのではないか，こんな心配もあるんですね。ここ
らのところを我々としては何とかしないといけないと
日ごろから考えてはいるんですが。
　因みに，村田先生ご提案のアジアの統一意匠法に似
たようなもので，EU に CD（Community Design）と
いう仕組みがございます。EU 27 ヶ国ですが，OHIM

という組織がやっております。ここでは，意匠の
保護の形式が 2 種類ありまして，1 つは Registered 

Design，もう 1 つが Non Registered Design あるいは
Unregistered Design ということで，ヨーロッパで最
初に使い出したものであれば，いわゆる著作権的な保
護，同じものを作るなという権利ではなくて，同じも
のを真似するなということで権利を与えられる場面が
あります。村田さんは，各国で出さないといけない，
費用が高すぎる，貧乏人には保護は与えられないとい
うような事情をご心配のように思うんですけれども，
CD という仕組みは，ヨーロッパで新製品を出せば，
一定期間は真似するなという範囲ではあるけれども保
護される。日本で言う不正競争防止法の 2 条 1 項 3 号
によく似た制度があるんです。そういう事情でもって
ひょっとすると統一意匠法というものができてもいい
のかなというふうには思いました。
　ただ，それができたとしても，岩崎さんがおっしゃ
るように，それでも中国は真似するんだという事情は
救いがたいかもしれない。中国は WTO に加盟して，
それでもずいぶん素行が悪いということで，今，ちょ
うどアメリカが WTO に提訴しようとしています。中
国政府そのものはニセモノは退治する，真似はまかり
ならんというところを徹底しようとしていますが，ま
だ底辺までに至っておらず，中国は 30 年前，40 年前
の日本に近いような事情にあるわけです。しかし，い
ずれ中国も心を改めてくれて，ヨーロッパで言われる
ような，只乗りまかりならん，額に汗した人の成果物
に只乗りはしない，自ら種をまかざるところから刈り
取らないという精神がいずれは定着するだろうと。そ
んなふうに思っております。従って，少し時間をかけ
ていけば，キッチリした統一法とは言えないでしょう
けれども，ハーモナイズの方向でそういう仕組みがで

きあがる可能性があるのかなとは考えます。村田さん
がおっしゃった早急にという事情にはならないかもし
れませんけれども。
2 − 4．アジア諸国の台頭について

【川瀬】それからもう 1 つ，岩崎さん。先ほど講演の
ときにおっしゃっていましたが，村田さんの認識とし
ては，アジアのデザインはもう日本は目じゃないと。
他の国々に遅れを取っているというきびしい話なんで
すが，そこの実感は企業側からはどんなふうなものな
んでしょうか。
【岩崎】私は遅れを取っているとは……。確かに韓国
はちょっと微妙なんですが，中国には全然遅れを取っ
ていないと思っています。ただし，これはデザインが
遅れを取っているとかという問題ではなくて，中国人
の今，一番成長しているところのパワー，これは実際
に動いている人間が若いですから，年代層が社長クラ
スのトップでも 35 歳ぐらいが多くて，20 代のエンジ
ンで動いていますから，そのパワーが怖いですね。デ
ザイン単体で切り出して，デザイナーがどれだけすご
いか，デザイナーのセンスも含めて，どれだけすごい
かというのはまだ大丈夫だと思っておりますが，全体
のパワーがこれだけ加速してくると，国の力がものす
ごいエンジンで動いておりますので，そっちのほうが
怖いですね。
【川瀬】パワーですか，なるほど。例えばコンピュー
タプログラムなどはついこの間まで，中国はずいぶん
遅れを取っているという認識でおりましたが，やはり
あれだけの人口がいるということになるとそうでもな
い。例えば第 1 部で村田さんがお話しになった清華大
学のようなところに実際に日本の企業がコンピュータ
プログラムをお願いする。また今やインド等にもどん
どん外注している。単に工数だけを提供してくれでは
なく，頭を貸して下さいということで外注していると
いう事情がたくさんありますね。
　ということになりますと，いずれデザインの世界に
もというようなことがやってくる。それがパワーとい
う意味なんでしょうけれども。村田さん，そこはどう
なんですか。中国の方の実感として，デザイン力と言
いますか……。
【村田】そうですね。今，いい課題を振っていただい
たんですが。今，どうしてもものの話ばかりしていま
すね。実はデザインというのはものの形のあるもの
と，形のないものとがあります。形のないものという
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のは考え方だったり，そういったものに実はアジアの
各国は目を向け始めていまして，いわゆるビジネスモ
デルというのもそのうちの 1 つかもしれません。例え
ば，チェンコン大学というのが台南にございまして，
日本で言う京大レベルの学校です。この京大レベルの
学校がデザイン学部を持った。先ほどの第 1 部の話で
も，清華大学が北京中央工芸美術大学と 8 年前に合併
して，いわゆるデザインの大学になった。
　これは何を意味するかということですが，1 つは台
湾あるいは中国，これからブランディングを強化して
いかなければいけない国々が，先ほど言いましたよう
に，未来はどうあらねばならないか，中国の未来には
どういうばら色があるか，あるいは台湾の未来にはど
んないい未来があるかということを描かせるための
スーパーデザイナーを養成する仕組みなんですね。そ
こを出て行く人というのは知的でないといけない。絵
が上手い，造形力があります，デッサンできますよと
いうだけでは駄目。そうじゃない，もっと社会学，経
済学，心理学，いろんなもの，あるいは医学なのかも
知れない。そういういろんな知識を持った者がデザイ
ン的な観点を持つ。いわゆる演繹法ではなくて帰納法
的な感覚を持てる人間がリーダーシップを持てる人間
としていることによって，明日のガイドラインを作る
ことができる。こういうことにお金を投資し始めたん
ですね。
　実はこの 8 月に現地でワークショップを行い，その
後，台湾のチェンコン大学から 2 人ほど来ます。その
2 ヶ月の滞在費用，インターンシップ費用はすべて国
家持ちなんですね。こういうことがサムスン，LG な
どの新しいリージョンセンターの話でもあります。去
年の G マークでもサムスンが表彰されましたけれど
も，どういった内容で表彰されたのかと言うと，デザ
インの一線で働きそうな人たちを学生のレベルから支
援する。こいつは将来すごいぞという人にお金を与え
て優遇措置を与える。その代わり，絶対サムスンに来
てくださいねという契約をする。そういうことをやり
始めた。ですからスーパー青田刈りですよね。いい種
を見つけて，そのいい種のときから赤ラベルを貼って
おくような，そういうことをやり始めた。
　このところそういった流れをずっと見ています。例
えばジェトロと一緒にアジアの一村一品運動の手助け
をやってきました。タイの一村一品運動では，問題の
タクシンさんとも会いました。そのときに 1 村づつ

回っていると，地域資産の 1 つとして考えられている
ところが非常に多くて，これはあと 10 年後はどうな
るんだろうなと，日本のデザイン振興策に対して疑問
を感じることが多かったです。
　日本は恥ずかしい話ですけれども，経済産業省の中
にデザインと名のつくセクションは 1 つしかないんで
すね。そういった状況下で我々自らが手探りで何か新
しいことを始めてそれを行政レベルに持っていこうと
しても，「デザイン」に対する共通認識がないため常
にストップがかかってしまうという中でやっていま
す。ですから，もう少しそのへんを，弁理士の方々や，
それから実際にデザインに携わっている人たちと一緒
に仕組みを作っていけたらというのが 1 つの目標だと
思っています。
　本当に今の話では，アジアの追い上げというのは非
常に強い。中国には 500 のデザイン大学ができまし
た。そこから輩出されるデザイナーが毎年 10 万人で
すから，毎年 10 万人のデザイナーが中国では誕生す
る。既にヨーロッパのいろんな企業は中国の大学の中
にリージョンセンターのようなものを作って，共同開
発を目論んでいる。その取引の中にはパイが小さく
基準の厳しい日本というのは眼中になかったりしてい
る。これは非常に寂しいと思いました。（岩崎氏に向
かって）そのへんはどうですか。逆に中国に駐在して
いた経験を持っておられて，いやもっと楽観視できる
よとか，そのへんを……。
【岩崎】楽観視はもちろんしていません。企業戦略で
多分日本人が仕事でデザインというと持つイメージと
いうのが，服飾デザインであったり，ヘアカット，ヘ
アアーティストとか，あっちのほうに近い，軽やかな
イメージを持っている。そういう日本人のイメージが
あって，どうしても軽視しがちなところがある。真面
目な業態になればなるほど，そういうものを軽視しが
ちな傾向にあるというのはすごく感じます。
　だけど韓国の LG，サムスンはデザインというもの
が企画の中心にあるというポジショニングで，実際に
デザイン組織には，当然絵を描く人も入ってきている
んですけれども，医者上がりだったり弁護士上がり
だった人間が入ってきて，プロジェクトを組みながら
1 つのものを企画していくというスタイルを取ってい
ますから，デザインという言葉に対する捉え方が基本
的に違うんですね。それはすごく脅威です。
　これはデザインの話だけではなくて，企業の体質と
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いうか戦略の問題なんですね。サムスン，LG はもの
すごく感じています。今は小さいながらそれに近い形
を何とか取れないかということはスタディしておりま
すが，やはり全体の話となると会社の中の一部の世界
と違いますから，それは先ほどおっしゃったとおりだ
と思います。それはもっと高次なレベルで考えていか
ないといけない話です。とは言っても始まらないので，
そういったものをスモールスタートでもやっていこう
という形は考えています。
　中国に関しても，数の論理で，これは中国の一番怖
いところで，1 人 2 人いればデザインはできてしまう
ところがあるので，10 万人の中に 1 人 2 人天才が出
てくる可能性があります。1 人 1 人はバラバラですが，
数が多ければ天才が創出される可能性があるので，そ
こが怖いんですね。今，デザインというキーワードで
取っていますけれども，デザインだけの話でなくて全
てにおいて同じなんですね。やはり 10 倍人間がいま
すから，その 10 倍の人間が本気で動いてきたら，そ
のパワーは恐ろしい。
　ただ，中国人が 10 倍いるというのは歴然として存
在しているわけです。その中で何らかの活路を見出す
しかないかなと。これは組織の問題とか論理の問題で
は成り立たなくて，やっぱり中国のほうが強くなるの
はもう間違いないですよ。国力が違いますから。それ
はデザインという話だけではなくて，全てにおいて
10 倍のパワーがあるというのと，年齢が若い，エン
ジンが若いというので，必ず中国に抜かれるときが来
ると思います。ただ，日本の存在というのは，先ほど
言った中国人では絶対できない能力というのが根本的
に違うので，そこで戦っていくというのはあるんじゃ
ないかと思います。
【川瀬】そうですね。中国はあれほどのパワーを持っ
ている，ものを作るのもすさまじいというような事情
もあって，小泉という人が従前の製造立国を捨てて，
日本は知財立国，知的財産で生きていくんだというよ
うな覚悟をした。にも関わらず，村田さんの認識は日
本はもう目じゃない，岩崎さんはそうでもない，まだ
頑張れるぞと，こんなふうなお話です。
　私も弁理士ですので，あるいは会社にいてデザイン
という場面で戦ってきて，デザインを単に工業製品の
外観という程度でしか捉えていなかったと思うんで
す。工業製品の外観とは何か，結局はお客さんに興味
を持ってもらって，購買意欲を起こしていただく，し

たがって買っていただくというための美しさ，そうい
うものを工業製品の上に施すという立場と，もう 1 つ
は，その会社らしさをデザインの上に施す，会社らし
さを表現して見せる。デザイナーの皆さんもこの 2 つ
の側面を意識してデザイン創造をされている筈です。
　しかし，いずれにしろそれは製品という有体物の上
に施される美しさに過ぎない。ところが今のお 2 人の
お話を聞きますと，村田さんは目に見えないデザイン，
一体何を言うのかもう 1 つ私にはわからない部分があ
るんですが，目に見えないデザインというのでデザイ
ン概念そのものを広げたらどうかというお話ですし，
先ほどの岩崎さんのお話でも，プロダクトデザイン，
製品そのものの美しさ以外にもいくらでもデザイン概
念というものは広がりを持つというお話がございまし
た。
　そのデザイン概念の広がりというところに，今，
ひょっとすると先ほどの清華大学に乗っているのでは
ないか，あるいは中国そのものがそちらのほうを目指
しているのではないか，こんなお話だったかと思いま
す。
2 − 5．知的創造サイクルについて

【川瀬】あと，そんな概念で出来上がるデザインとい
うものを，日本は知的財産としてみごとに世の中に問
える程度の成果物にしてみせると決心していると思う
のです。デザインそのもののあり方もさることながら，
それを知的財産として日本が活用する，知的財産立国
とはそういうことだと思うんですが，あるいはデザイ
ンというものを客体として知的創造サイクルを回して
みせるんだとかというようなところを，岩崎さん，例
えば三菱ではどのようにお考えですか。
【岩崎】デザインで，ですか。
【川瀬】デザインで知的創造サイクル。創作成果物と
いうディメンジョンが一緒だということで，発明と同
様に捉えることになるんでしょうか。知的創造サイク
ルの回し方と言いますか，それが束になって初めて日
本は知財立国かと思うんですけれども。
【岩崎】それはちょっと難しいです。
【川瀬】村田さんはいかがですか。実際にビジネスと
いうことでデザインを取り上げておられますので，そ
のあたりを。
【村田】デザイン立国にしようと思うと，やはり小泉
さんが言っているのも，また安倍さんが言っているの
も，何が美しい日本なんだというような。美しい日本
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というんだったら，どうしたらいいかという具体的な
ことがいる。そういった具体的な行政施策に絡んでこ
そ初めていけるのではないかと。
　例えば，マイドーム大阪でやっている産官学のマッ
チングビジネスフェアに行くんですが，デザイナーは
誰も来ていないです。大阪府立大は，例えば空中ペン
になりそうだなというアイデアがある。空中で位置を
特定し，数値化できる技術が「バーズアイプロジェク
ト」という名前で紹介されていました。それは TLO

（Technology Licensing Organization）なんです。大阪
TLO とかいろいろありますが，その TLO に群がるた
くさんの弁理士の方々がいて，権利化しましょうよと
言ってきて権利化をする，その後，休眠特許になると，
そういう流れがものすごく悲しい。
　本当はそこに来てくれなければいけないのは企業で
あり，デザイナーであり，いわゆるマーケットインす
るための仕組みに欠かせない人たちが来ないといけな
い。これこそマッチングフェアなんですけれど，マッ
チングに来ているのは大学の考えたものを特許化しよ
うとする弁理士の方しかいないわけですね。お金にな
るから，先生，すばらしいね，これは関連付けましょ
うよ，ここからこの範囲まで押さえましょうと言って，
権利を取って，はい，300 万円ですとかいう世界です。
【川瀬】聞き捨てなりませんね（笑）。
【村田】ただ，そこからもう一歩踏み込んだら，実は
弁理士の方といい話がそこでできたんです。デザイン
の方ですか，珍しいですね，ここはデザインの方は来
られないんですよと言われて。ただ，やっぱりこれは
商品化していくらというところがあるし，大学の先生
も独立して法人を持てることになった経緯もあってデ
ザインというプロセスを必要としている。東大の先端
研では，実際にリクルートなどがファンド的な役割を
しながらその案件に対してお金を担保する，アメリカ
で言うエンジェル的な仕組みですね。これが日本の中
で動いていないんです。その理由の 1 つは助成金が蔓
延しているからです。助成金ではなくて，民の力をう
まく活用する。銀行とか新興のファンドが面白い物件，
これは行けるという物件に対して，お金を小口でいい
ですからそこにファンドする。それをハイリターンで
返す仕組みというものがもしできていけば，TLO は
変わるんですよ。
　ですから，これは弁理士さんだけが頑張っても駄目
だし，僕らだけが頑張っても駄目だし，やはりいろん

な異業種が，将来こうありたいという日本に対して向
かっていくことで，何か 1 つの日本独自のやり方が出
来上がるように思うんです。
【川瀬】小泉さんが知財立国というのを高々と謳いあ
げたのはいいんですが，その後，いろんなアクション
プログラムというものが出来上がり，辞める寸前には
思い切り法律改正をしろ，という命題を置いていかれ
ました。にもかかわらず，実際に各々の分野でもって，
最終的に目指すところはともかく，目先にあるター
ゲットが一体何なのかというようなことは一切ビジュ
アルになっていないというのが現状だと僕は思うんで
す。安倍さんが美しい国と言うのと同様に，抽象的
にものを言うのは簡単ですけれども，具体的なシミュ
レーションもなく，最終目標実現のために，今どのよ
うなターゲットに向かって行動しているのかわからな
いところがあります。私は弁理士ですから，あの知財
立国精神は素晴らしいとは言いますけれども，行動主
体である筈の我々でも本当にそうなのかなとも思うと
ころがあります。
　今，村田さんのおっしゃったのはどちらかと言いま
すと，実際に知的財産というもので生きていくという
ことにつき，行政側の具体的な努力が足りないのでは
ないかというお話かと思います。特許の場合は国もい
ろいろ補助をして，お金のない人にも十分な特許権が
取れるような仕組みというのは，十分かどうかは別に
して，作っていると思うんですけれども，デザインに
ついてはそこまでまだ行っていないというので，そこ
のところをお嘆きなのかなと。デザインというのは単
にプロダクトデザインに限られたものではないと，こ
ういうお話なんでしょうね。
【村田】そうですね。今，ちょっと困っていることが
1 つあります。エコプロダクツデザインコンペ 2007

というのを 7 月 1 日から公募を始めるんです。これは
大阪市とか大阪エコデザインプラザ，エコデザイン
ネットワークといったところが主体となってやってい
るコンペの第 1 回目です。コンペとなると知財が発生
するわけです。そこに応募する人たちの知財があって，
これがネット登録されて，我々が審査していくんです
けれども，その過程で，我々はそれがパクリではない
かというところも特許の先生にお願いして審査してい
ただく，いわゆる審査機関もちゃんともっていて，そ
の費用もちゃんと取っているんです。
　ただ，実際それを公開していくとなると，ほとんど
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が学生たちになりますので，学生たちが自分たちの費
用でそれを保護できるかと言うと保護できないです。
多分 100 人いても 100 人とも，意匠権とか特許の申請
はしないと思います。今，コンペの世界ではこれが問
題になっています。
　例えば日本産業デザイン振興会が関わっている場合
は，特許庁に掛け合って特例として意匠権保護を求め
るということをやっています。逆にそのへんについて，
お金を持っていない人たちの知財をどう守るか。商品
化，マーケットにするまでの途中の部分のエッセンス
をどう守るかということについてはどうですか。
【川瀬】本年 4 月 1 日からの意匠法の改正に際し，審
議室から，意匠の無審査制度の導入につき，提案があっ
たのはご存知の通りです。
　現行の審査登録制度をそのままに，新たに無審査制
度も導入するということで，無審査の態様については
様々な案が提示されました。
　そのうちの一つに，村田さんがおっしゃったような
趣旨で，寄託無審査登録制度というのがありました。
デザインが完成すればそれを特許庁に寄託し，登録を
得ると，模倣排除権とも呼ばれる権利が与えられると
いうものでした。この案は，現行の意匠法で保護の対
象となっている物品の意匠を，寄託によっても保護し
ようとするもので，現行との関係でダブルトラック的
保護が出現し，制度が複雑となり混乱を招く，という
ことで，弁理士会，知財協等も大反対し，陽の目を見
ることはありませんでした。ただ，私は，現行意匠法
では保護の対象とならないものを，新たな保護制度で
もって簡単かつ軽微に保護する程度のことは充分検討
に値すると考えており，例えば，岩崎さんからお話の
あった画像デザイン等は，絶対的独占権でなく，模倣
排除的な著作権的権利を与えて保護するに適したもの
であろうと思います。
　今度の改正では見送られましたが，村田さんのおっ
しゃるように，寄託等により，手間もかからず，審査
なく費用も安くあがる制度が，いずれ，再度まな板に
乗ってくるような気がします。現行の不正競争防止法
2 条 1 項 3 号他，EU の Non Resistered Design Right，
無登録デザイン権に近いものが誕生する可能性は否定
できません。
　実際，過去にアメリカでも，Right like Copyright，
即ち copyright によく似た権利として，新製品に係る
模倣排除権の議員立法が討議されたことがあり，今だ

にくすぶっている，ということですから，米，欧に弱
い日本も，という事情になりそうですね。
【岩崎】そうですね。今のままだと企業のようにお金
を持っている人が権利をどんどん取れて，一般個人は
取れないですね。私もちょっと気がつかなかったです
が，そのとおりですね。
【川瀬】多分，これは特許庁も考えると思うんです。
意匠の出願料，登録料はおそらく低くなるほうに考え
だすとは思うんですね。いつになるかわかりませんが。
2 − 6．質疑応答

【川瀬】いろいろお話をいただいておりますが，会場
の方でお二人にお伺いしたいようなお話がありました
らご質問など。
【質問者 A】岩崎さんに質問があります。この分科会
の趣旨からはちょっとずれるかもしれませんが。非常
にデザインでポリシーなりプライドなりを持って活躍
されていると思いますが，工場の動きが悪いときもあ
ると思うんです。デザインコンセプトが通らないと
き，そういったときでも今後よりよくするためには，
例えば企業分社化というか独立というか，半分独立で
三菱電機本体に頼らないでデザイン会社が動いていっ
て，これはどうしてもやりたいとデザイン部門が言っ
たときには，第 3 の外部の会社に委託してそことコラ
ボレーションし，ただし仕事の半分は安定を得るため
に，もちろん本体から貰う。何かそういう風に知財部
門が独立したと聞いていますので，日本の企業でデザ
イン部門が独立するのが流行るようになれば，よりデ
ザイン界にとってはプラスの方向，ひいてはユーザー
にとってもいい方向に動くのではないかというのが，
私の質問の趣旨です。
【岩崎】ユーザーにとって独立がいいのかどうか私も
わからないんですが，実は三菱電機のデザイン部門は
半分が 96 年に独立しました。独立したんですが，結
局解消して元に戻りました。これは日本の会社のシス
テムの不思議なところなんですが，お金を持っている
ところに決定権がある。やはりお金で物事を解決しよ
うとするので，クライアントから仕事を請けた形にな
りますから，そうすると必ず決定権がクライアント側
になってしまう。最終的にはそうなんですが，提案を
するパワーが物理的に弱くなってしまうので，いいも
のを作りにくくなる可能性がある。
　これは日本の会社のインハウスデザイン独特のパ
ターンなんですが，日本と同じような形を取っている
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のは韓国で，他の国はインハウスは少ないんですね。
日本がそのままインハウスをやめて，今のまま外に出
したら，下手をするとお金を持っている人が外注とし
て使って終わってしまう可能性がある。本当にそうな
るかどうかはちょっとわからないんですが。同じ会社
の人間の言うことは聞いても，その会社からお金を出
して頼んだ人の意見を聞く度合いというのはどうして
も低くなってしまう。そこが多分日本の企業の問題と
言えば問題なんですが，そこが解決できないかぎり主
力部隊が出るということは多分デザイン全体にとって
マイナスになる可能性が大きい。これは世界中に言え
ることではなくて，日本の独特の文化と思います。中
国はほとんど外でやっていてインハウスを持っていま
せん。欧米もほとんどが外でやっています。
【質問者A】ありがとうございました。
【川瀬】欧米の場合，おっしゃるようにアウトソーシ
ングでデザインをやる会社も多いと聞いてます。
　ただ，例えば欧州車などを見て頂くとよく判るんで
すが，ベンツ，ボルボ，BMW 等は，どうデザインを
変更しても，見たらすぐにベンツだ，ボルボだと判る
んですね。いわばデザインが，ベンツ，ボルボという
ブランドを表現しており，いわゆるデザインのブラン
ド化が果されている訳です。アウトソーシングをやり
ながらデザインのブランド化が維持できる，日本にも
そんな仕組みが必要かと思いますね。
　工業デザインは，顧客の購買意欲を惹起するという
側面と，その会社らしさを表現する，という要素を併
せもたなければならないものと考えています。そして，
後者の「らしさ」は，継続的に維持されてこそデザイ
ンのブランド化につながるものである筈であるのに，
デザインの継続性維持への努力もせずに，意匠権の存
続期間を長くしてブランド化の助けにして欲しい等と
いう厚かましい業界団体があって，今次の改正で 20

年に延長された訳ですが，まちがっていると思います
ね。
　インハウスですら，そのような実情であるのが日本
であり，インハウスで「らしさ」を実現してからのア
ウトソーシングではないのですか。
　ごめんなさい，ちょっといい過ぎました。
【岩崎】いえ，そのとおりです。
【川瀬】ということで，そろそろお時間だという主催
者側からのご注意がございましたが，もう 1 つぐらい
よろしいですか。あ，主催者自身が。

【質問者 B（日本弁理士会近畿支部長）】主催者です。
1 つだけ。デザインコンソーシアムカンパニーという
のは今までなかったと思うんです。村田さんが始めら
れて，もしこれが成功すれば，後々また出てくると思
うんですが，このタイプのデザイン会社が成功する可
能性は……。村田さんは成功されているわけですが。
【村田】ありがとうございます。成功する可能性はま
だわかりません。はっきり言って，今，お金に困って
おります。立ち上げた 2005 年 11 月に初めて商品を発
売しましたから，今年の 11 月で 2 年になります。先
ほどザーッと流しましたが，まだ企画中の商品も含め
て 2 年間でこのペースというのは多分企業でもできな
い，大手メーカーでもできないペースなんです。これ
を一デザイン事務所がやっている。しかも全部僕のデ
ザインです。誰にもさせていない，全部僕が考えて僕
がやっている。そういう個人のアビリティをどこまで
出せるかという実験をやっているんですけれども，と
にかく寝る時間を惜しんででもデザインをしていると
いうことをやっています。
　とにかくデザインが好きなんです。とにかくやりた
かったことをやりたい。結果はみんなが評価してくれ
る。ただ，そういう実験をしている中で，出る釘は打
たれる的なことをされるわけです。例えばお金がない，
助成金に対しても認可されないとか，いろんなことが
あるわけです。逆もありまして，応援が非常に多い。
ブログを見てもらっても，マイナス意見というのはほ
とんどない。多分，舞の海を見るような目で見ていた
だいているのかなと，判官贔屓の部分に助けられてい
るんじゃないかなと。
　そういう意味では裏切らないようにということで，
品質には非常に気を配っています。会社の持っている
コア・コンピタンスが元々競争力のある会社としか組
まないという発想でやっています。金魚で言えば，水
槽があって，今の中小企業が置かれた状態というのは
酸素をピッと切られた状態なんですね。そうすると，
皆，水面にアップアップと酸素を吸いにやってくるん
ですが，そのうちに何匹かプーッと浮いてくる。浮い
たやつはすくって捨てるんですね。10 匹いたのが今
はもう 3 匹になっていると，それが実際に中小企業の
世界なんですね。
　実は今の日本の状態は，こうやって 10 匹が 3 匹に
減るのをジーッと見ているんだなと，淘汰されていく
のを待っている。というのは多すぎたんですよ。ゼネ
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コンも多すぎるんですけどね。銀行もそうですけど，
淘汰の時期かなと。これが淘汰されたときに，改めて
すごくコア・コンピタンスを持ったビジネスノウハウ
のあるキチッとした会社が出てくるんだというふうに
感じています。
　ですから酸素を切ってアップアップしている企業と
は付き合いませんとはっきり言います。その企業こそ
が，先ほど言っていた中国の真似にも全然動じないコ
ア・コンピタンスを持っている。ナノテクとかバイオ
だとかを全くリードしていける会社だと，そういうふ
うに考えています。
　そういった企業ばかりを束ねて，流通を共有化した
ときに，本来あるべきものづくりの仕組みができるの
ではないかということです。
　大阪でもそういった種を撒いていきたいと思ってい
ますので，そこへ弁理士の方に入っていただくとどれ
だけすごいことになるかと思うんですが。逆にお願い
することになりますが，よろしくお願いします。
【川瀬】ありがとうございました。ちょうど時間も来
たようですが，日本弁理士会副会長から。
【質問者C（副会長）】村田さんから権利取得に非常に
費用がかかるというお話がありましたけれども，日本

弁理士会には出願援助制度というものがあります。個
人あるいは中小企業の方で，出願したいんだけど費用
がない，お金がないという方は，出願援助制度の中に
費用の融資と給付と 2 つありまして，給付というのは
本当にそのまま貰えるんですね。そういう制度があり
ますので，それを活用していただいたらと思います。
　弁理士会はそういった中小企業，個人の支援のため
に年間 600 万円の予算を計上しています。1 件あたり
50 万円支給されます。その実績はあまりないんです
ね。ここのところ年間で 1，2 件しかないので，いい
ものがありましたら是非活用していただきたいと思い
ます。
【村田】ありがとうございます。皆さんにもいい話で
すので，ぜひ，活用していただいて。でも，僕の枠だ
け残していただいて。（笑）
【質問者C】今日，10 件ほどいただきましたね。（笑）
【川瀬】ということで，日本弁理士会のほうからもお
話がありました。岩崎様，村田様，今日は素晴らしい
お話をありがとうございました。分科会をこのへんで
お開きにさせていただきます。今日一日，どうもあり
がとうございました。
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